
 Topic１でもお伝えした通り、今回の説明会で頂いた意見は、市でその内容を整理・検討し、審議会に

諮ったうえで、最終的に仮換地が決定することとなります。 

 こうして仮換地案が決定されますと、法的に必要な手続きを踏んだうえで、「仮換地指定」を実施する

こととなります。 

仮換地指定が実施されますと、正式に地権者の皆様の将来の換地の内容（位置、形状、面積等）が確定

しますので、これに基づいて建物の移転・工事等が開始されることとなります。 

 
換地設計 ●仮換地（案）の作成。 

仮換地（案）の供覧

審議会へ諮問  

仮換地の指定  

●仮換地（案）を関係地権者に説明します。

●仮換地の位置、地積、効力の発生日

を通知します。  

●供覧結果を整理し、必要な修正を加え、

仮換地の指定について諮問します。  
●審議会では、審議を行い答申します。  

建物等の移転  
工事の実施 

●仮換地指定の内容に伴い、建物等の

移転や道路等の工事を行います。  

 【換地設計から工事への流れ】 

 
【仮換地指定とは】 
仮換地指定とは、土地区画整理事業の施行

者（うるま市）が審議会に諮ったうえで決

定した仮換地（案）を、法的に効力を発生

させるために行う行政処分行為です。 

仮換地指定通知書は、平成１７年１２月頃

地権者の皆様のお手元に送られます。 

※建物等の移転や工事の実施時期について

は、どこから始めて、どのようなペースで行うか

等、現在市で検討中です。 

 

まちづくりニュースの内容及びまちづくりに関するお問い合わせ・ご相談は下記までお尋ねください。 

うるま市誕生に伴い、問合せ先が変わりました 
うるま市都市計画部市街地整備課 石川庁舎２階  

℡（098）965－5604 内線 272,273 
 

 

 事業施行中のご注意①（建築行為などの制限について） 
事業施行中は、土地区画整理法第 76条により、施行地区内

は、建物の建築、その他の工事などの行為について、一定の制

限がかかります。 
建物を建築するなどの計画をお持ちの方は事前に下記まで

ご相談ください。 

① 建築物や工作物の新築、改築、増築 
② 盛土・掘削などの土地の形質の変更 
③ ５トンを超える物件のたい積または設置 
 

 事業施行中のご注意②（権利の申告について） 
地区内の土地について、所有権以外の権利で登記をしていない権利をお持ちの方や新たに所有権や所有権

以外の権利を持つようになった方については、施行者に権利の内容を申告（随時受付）していただくことに

なっております。申告の方法、窓口は下記のとおりとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17年 4月 1日発行 

第９号 発行：うるま市都市計画部市街地整備課 

・ 審議会において、安慶名土地区画整理事業の 

仮換地案が承認されました。 

・ その内容について、個別説明会を実施しました。 

Topic1 
 

 前回の安慶名地区まちづくりニュース第８号でもお知らせしました通り、具志川市では、平成１５

年６月に区画整理事業の認可がされてから、地権者の皆様の土地の将来新しく定められる位置や面積

などを設計する「換地設計」の作業を進めてきました。 

 そしてこの度、この換地設計に基づいた「仮換地案」の作成が完了し、第６回審議会におきまして

審議委員に諮問し、承認されました。これにより、一部先行整備街区に指定済みの方及び商業拠点街

区へ換地を申出されている方を除く地権者の皆様に対し、以下の期間において仮換地個別説明会を実

施いたしました。 

説明期間  ：平成１７年２月１４日～１８日 

 説明場所  ：安慶名まちづくり推進センター 

説明対象権利者：１１８名（共有名義含む） 

※ 今回の説明会でのご意見は、内容を検討したうえで次回の審議会に諮問され、了承を得ま

すと、仮換地案が最終的に決定することとなります。 
  

今回の説明会を実施した対象地  

 

商業拠点街区 
先行整備街区 

説明会会場案内 

説明会の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安慶名住宅地区改良事業 

改良住宅Ａ棟が完成しました！！ 

 平成１６年４月９日より建設が進められてき

ました改良住宅Ａ棟が平成１７年２月２８日に

完成しました。 

 Ａ棟への入居は今年７月頃を予定しておりま

す。入居対象者は、改良地区内に居住されてい

た方で、事業に伴って住宅に困窮すると認めら

れた方です。また、今年はＢ棟、Ｃ棟の建設を

着工する予定です。 

 今後とも住宅地区改良事業に対するご理解、

ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

改良住宅Ａ棟は鉄筋コンクリート造５階建て、延べ床面積

4，483.6 ㎡、戸数４８戸となっております。 

 
 

 

図：改良住宅Ａ棟の全景 

 

 

図：完成予想図 

●住宅地区改良事業のスケジュール（案） 
  Ｈ２０年度

改良住宅Ａ棟建設

改良住宅ＢＣ棟建設

改良住宅Ｄ棟及び福祉ｾﾝﾀｰ建設

改良店舗建設

広場・外構・駐車場工事

建物買収・用地買収

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度Ｈ１６年度

Ａ棟 入居

入居

入居

入居

広場・外構等

ＢＣ棟

Ｄ棟及び福祉ｾﾝﾀｰ

改良店舗

建物・用地買収

出会い・にぎわい・ふれあいタウン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ： １ 階 正 面 の 入 り 口  

（ ひ ん ぷ ん と 車 椅 子 で も 安 心 な ス ロ ー プ が 整 備 ）  

図 ： 裏 側 の 戸 建 風 の 玄 関 ポ ー チ  

（ プ ラ イ ベ ー ト 空 間 と ベ ン チ が 整 備 ）  

 ベ ン チ に 座 っ て  

ゆ ん た く で き る ね ぇ  

図 ： 住 宅 内 部 の リ ビ ン グ  

（ 手 す り 等 、 バ リ ア フ リ ー に 配 慮 し て い ま す ）  

図 ： ５ 階 か ら 見 た 景 色  

（ 市 街 地 が 一 望 で き ま す 。）  

 
改 良 住 宅 Ａ 棟 の 様 子 で す 。  
  

 

～ 勉強会が進んでいます！ 

 

 

 

 

 

 

土地区画整理事業を着実に進めることにあわせて、「心もからだも元気に」をテーマとして安

慶名商業拠点「愛称：いちゃりばタウン」のまちづくりを具体化することが重要です。現在、

商業拠点に換地申出を行っている１７人の地権者のみなさんが協力して、協議や勉強を進めて

います。 
これまでは、それぞれの地権者の方の意向と、商業拠点全体のまちづくり計画を調整しなが

ら、換地案を相談して決めるという、とても画期的な取り組みを行ってきました。 
 さらにこれらの申し出された土地を共同・協調的に活用するために、土地の賃貸借を目的と

した地権者法人（愛称：いちゃりばカンパニー）の設立や、まちづくりのルールである地区計

画などについて検討が進んでいます。 
また商業拠点では、初期段階から、集客やＰＲを行うための暫定的なイベント型商業施設「ス

タートアップ・マーケット」、「サンライズぐしかわ構想」に基づく公共施設整備、安慶名公民

館移設等についても検討が進んでいます。 
平成１７年度は、以上のようなまちづくりの組織・方法と施設計画の具体化が進み、商業拠

点の姿がいよいよ明らかになっていきます。地権者・商業者・住民のみなさんの一層の理解・

協力・参加が必要となりますので、よろしくお願いいたします 

 

17
年
度 

計画～実施準備段階 

●運営主体設立 
●スタートアップマーケット実施計画 

実施地の決定、実施内容の決定（設計、資金調達、

参加者の選考、出店準備、イベント企画など）  
●街区中央部建物除去 

18
年
度 

スタートアップマーケットⅠ期 

●スタートアップマーケット開業／ 

街区中央部 

オープンまでの営業継続希望店舗を中心にスター

ト 
街全体のコンセプト～イメージを随時発信し、広く

事業参加者を募る 

広報活動を兼ねた週末ごとのイベントで、気運作り

をする 

●先行オープン部分の実施計画 

●７５号線沿い建物除去 

19
年
度 

スタートアップマーケットⅡ期 

●スタートアップマーケット／ 

７５号線・１区線角 

新規事業参入者も含めた展開 

休日等は集客イベント 

（オープンカフェ、パラソルカフェなど）を実施 

●先行オープン部分のビル工事 

●後半オープン部分の実施計画 

●街区奥建物除去 

20
年
度 

先行オープン段階 

●先行オープン／Ａ①、Ｃ、Ｂ、Ｄ 
●スタートアップマーケットは安慶名 

市場（Ｂ）または本設のテナントビル 

（Ａ①）へ移転 
●７５号線沿いはアイキャッチとなる 

インスタレーションやイベントなどを開催 
●後半オープン部分のビル工事 

22
年
度 

全面オープン段階 

●後半オープン／Ａ②③、Ｆ①②③、Ｅ 

  先行オープンの経過を踏まえ、 

軌道修正を図りながら、後半部分の営業開始 

 ●広場での集客イベントの展開 

 

スタートアップ 
マーケット 

Ⅰ期 

イベント 
（随時） 

イベント 
（随時） 

１９年度 
建物除去 

先行オープン 

グランド・オープン 

 

広場でのイベント開催 
（随時） 

１７年度 
建物除去 運営主体設立 

１８年度 
建物除去 

スタートアップ 
マーケット 

Ⅱ期 

除去後の空き地で 
イベント開催 
（随時） 

商業拠点の形成は、以下のようなイメージで行われます。 


